
                          

 

中部中部中部中部テネシーテネシーテネシーテネシー地区地区地区地区ジャパンソサエティージャパンソサエティージャパンソサエティージャパンソサエティー会則会則会則会則    

    第一条  （名称） 本会は、中部テネシー地区ジャパンソサエティー（英語では、Middle Tennessee  Japan Society）と称する。  第二条  （目的） 本会は、会員相互の親睦を図り、会員共通の問題の解決に努めると共に、地域社 会との親善関係を増進することを目的とする。  第三条  （会員） １．中部テネシー地区に在住する者は、本会の会員になることができる。 ２．個人会員とし、会員としての登録の単位は世帯毎とする。 ３．入退会は会員の申し出によるものとし、その手続きについては別に定める。  第四条  （会費） 本会の運営に必要な会費を徴収する。徴収方法については、別に定める。  第五条  （役員） 本会に次の役員を置く。 名誉会長   在ナッシュビル日本国総領事を迎える。 会長      一名 副会長    若干名 理事      若干名 会計監査   一名 事務局長   一名  第六条  （役員の職務） １． 会長は本会を代表する。 ２． 副会長は会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順序に従い、会長に事故のある時は、その職務を代行する。 ３． 理事は会長及び副会長を補佐し、理事会において決定されたところに従い、その職務を行う。 ４． 会計監査は本会の経理を監査し、その結果を理事会に報告する。  第七条  （役員の任免） １．会長、会計監査は理事会において選任又は解任される。 ２．副会長及び理事の任命は、会長が推薦し、理事会がこれを選任又は解任する。  第八条  （役員の任期） １． 役員の任期は一年（四月一日～三月三十一日）とする。但し、再任を妨げない。 ２． 会長が任期途中にして、止むを得ない事情により退任する場合は、理事会はその代行者を指名することができる。代行する会長の任期は、前任者の残任期間とする。    



                                                                                              

  第九条 （理事会） １． 本会に理事会を置く。 ２． 理事会は、会長、副会長並びに理事をもって構成する。 ３． 理事会の招集は、会長が行う。 ４． 理事会は、次の事項を議決する。 (1) 副会長及び理事の職務の分担。 (2) 部会の設置並びに部会長の任免。 (3) その他、本会の業務執行に必要な事項。 ５． 理事会は役員総数の過半数の出席をもって成立する。 ６． 理事会の議事は、理事会の過半数で決する。  第十条 （事務局） １．本会は、その運営に伴う事務全般を行う為、事務局を置く。 ２．事務局に事務局長一名の他、必要な事務局員を置く。 ３．事務局長並びに事務局員の任命は、会長がこれを行う。  第十一条 （付属機関及び部会）       本会の付属機関として中部テネシー日本語補習校を設置する。       また、必要に応じて各種部会を設置することができる。 運営方法については別に定める。  第十二条 （会則の変更）       本会則は理事会役員総数の３分の２以上の賛成を以って、これを変更できるものとする。  第十三条 （会計期間） 各年度会計は、理事会への報告上二月末をもって締め切ることとし、三月以降に発生する費用・収益は、次年度会計に繰り込むこととする。     （制定） １９８３年 （改訂） ２０１０年９月１０日   


